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横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議運営要綱 

制  定 平成 28年８月 22日 こ企第 180号（こども青少年局長決裁） 

最近改正  平成 29年７月５日  こ企第 110 号（こども青少年局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議（以下、「計

画推進会議」という。）の運営に関し必要な基本事項を定める。 

（目的） 

第２条 こども青少年局長および健康福祉局長、教育委員会事務局教育次長は、

「横浜市の子どもの貧困対策に関する計画」（以下、「計画」という。）に関し、

次に掲げる事項について計画推進会議の委員に助言を求める。 

(１) 計画の推進に関すること。

(２) 支援に係る事業・取組の実施に関すること。

（委員） 

第３条 計画推進会議の委員は、子どもや若者への支援や取組について関わり

の深い団体・組織等から適当と認める者へ就任を依頼する。 

２ 委員の任期は、就任した日から当該年度末までとする。ただし、その委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

３ 委員は、再任することができる。 

（会議） 

第４条 計画推進会議の会議は、こども青少年局長が招集する。 

２ 計画推進会議の進行は、こども青少年局企画調整課が行う。 

（分科会） 

第５条 困難を抱える家庭の子どもやその保護者、重い困難を抱える子どもへ

の支援についての専門的な事項に関し、意見交換を行う必要があると、こど

も青少年局長および健康福祉局長、教育委員会事務局教育次長が認めるとき

は、分科会を設置し、分科会の委員に助言を求める。 

２ 分科会の進行は、こども青少年局企画調整課が行う。 

（謝金） 

第６条 委員には、予算の範囲内で謝金を支払う。ただし、行政機関、関連団

体の職員等にはこの限りではない。 

 （意見の聴取等） 

第７条 会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に計画推進会

議への出席を求め、その説明または意見を聞くほか、資料の提出その他必要

な協力を求めることができる。 

01071050
スタンプ



 
（会議の公開） 

第８条 計画推進会議（分科会を含む）については、一般に公開するものとす

る。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とすること

ができる。 

 

 （会議の傍聴手続等） 
第９条 計画推進会議の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴人名簿

に記入し、係員の指示により、傍聴席に入らなければならない。 
２ 傍聴定員は、先着順で 10人とする。 
３ 危険物所持等、会議場における秩序を乱すおそれがある者は、傍聴を認め

ないものとする。 
４ 傍聴人は、静粛を旨とし、計画推進会議の進行の指示に従わなければなら

ない。また、会議場において許可なく撮影、録音等を行ってはならない。 
 
 （事務局） 

第10条 計画推進会議の事務局は、こども青少年局企画調整課、健康福祉局企

画課及び教育委員会事務局教育政策推進課におき、庶務は、こども青少年局

企画調整課が務める。 

 

 

  附 則 

この要綱は、平成28年８月22日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成29年７月５日から施行する。 
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令和７年３月24日
こども青少年局こども家庭課
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本日の報告・検討事項

１ 令和６年度 ヤングケアラー支援事業の取組について

2 ヤングケアラー支援体制構築について

～横浜市ヤングケアラー支援の手引きの策定～

3 令和７年度 ヤングケアラー支援事業の取組について

４ 令和７年度 ヤングケアラー実態調査について
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１ 令和６年度 ヤングケアラー支援事業の取組について

地域全体でこどもたちを見守り、支える環境づくりのため、下記の取り組みを実施しました。

 SNS相談（よこはま子ども・若者相談室）

 ピアサポート、オンラインサロンを実施する団体補助

 広報・啓発

 市民向け研修

 支援体制構築
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SNS相談（よこはま子ども・若者相談室）

○よこはま子ども・若者相談室の相談メニューとしてヤングケアラー相談を実施

・ひきこもり・不登校、友人や家族に関すること、
ヤングケアラーに関することなど、様々な悩みごとを
抱える子ども・若者が気軽に相談ができるように、LINE
での相談を行っています。

・相談メニュー
子ども・若者総合相談：友人関係や進学・就職など、

悩みごと全般のご相談
ひきこもり相談：ひきこもりに関するご相談
ヤングケアラー相談：ヤングケアラーに関するご相談

・相談受付時間
毎日（土日、祝日、年末年始を含む）
14時から21時

・相談対応方法
LINE公式アカウントの友だち追加後、心理カウンセラー等の専門の相談員が
LINEチャットでリアルタイムにお応えします。

・６年度相談実績（11月末時点）

総合相談 ひきこもり相談 ヤングケアラー相談 合計

2,802件 276件 19件 3,097件
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ピアサポート・オンラインサロン

○ヤングケアラーを支援する団体へ支援に要する費用の一部助成を実施

「ピアサポート」等の悩み相談を行う支援団体や当事者同士で悩みや
経験を共有し合う「オンラインサロン」を運営する団体に対して、
補助金による支援を行うことで、子どもたちを見守り、支える環境づくりを
進めました。

＜取組団体＞
現在４団体がヤングケアラー支援を実施しています。

※令和６年12月から事業実施

団体名 区 支援対象 取組内容

一般社団法人
Omoshiro

鶴見区 障害のある親を持つ子ども
ピアサポート
サロン(対面)

NPO法人
アーモンドコミュニ
ティネットワーク

都筑区 ヤングケアラー全般
ピアサポート
オンラインサロン

NPO法人
ちゃっと※

保土ケ谷区 ヤングケアラー全般 ピアサポート

NPO法人
宮ノマエストロ※

泉区
親族の介護をしている子ど
も及びひとり親の子ども

ピアサポート
オンラインサロン
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広報・啓発①

○特設ウェブサイトのリニューアル、こどもタウンニュースの配布、映画上映イベント、パネル展の実施

こどもや大人まで幅広い対象に様々な場を活用し、ヤングケアラーに関する広報啓発を実施しました。

・「みんなに知ってほしいヤングケアラー（ポプラ社）」の
素材を活用し、小学生でも読み進めたくなるサイト内容に
特設サイトをリニューアルしました。

【実績：表示回数 59,290回 12月末現在】

・ヤングケアラーの当事者や同世代のこどもを主な広報の対象として、
私立、県立等の学校も含め市内の小中高校に対して、
小学校４年生以上の児童生徒へのこどもタウンニュースを配付しました。
【実績：11月、12月にかけて281,350枚配布】

・特設サイトにアクセスできるようにＷＥＢやＳＮＳでの広告を行い、
ヤングケアラーについて“自身で考えるきっかけ”となる啓発と

“ひとりで悩まずに相談先があること“を周知しました。
【Google、Yahoo！、X、LINEに広告】
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広報・啓発②

・様々な課題があるヤングケアラーの状況を、多くの方に伝え、
正しい理解を促進するため映画上映イベントを実施しました。

＜イベント内容＞
・オムニバス短編映画『ツナガル』の上映ヤングケアラーを題材とした
新作映画であり、家族のケアをする３人の高校生の物語で、
最近の社会的な背景やリアルな日常生活を伝える内容として起用しました。
あわせて製作総指揮者のトークショーを行い、登場人物の背景の解説や
制作秘話などをお話いただきました。

［製作総指揮］
一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会 代表理事 持田 恭子氏

【来場者数：52人】
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広報・啓発③

＜参加者の感想＞
・本当にリアルな心の奥まで、家族や人それぞれの心の動きや迷いまで伝わりました。
トークショーで本当に理解が深まり、良かったです。

・今までヤングケアラーは助けてあげないといけないという気持ちが強かったが、この映画を観て
寄り添い困っていたら何か方法や相談する所を伝えてあげる事が大切だと思いました。

・映画で語られた３つのストーリーでは、子どもたちが自らの抱える問題、つらさを身近な友達との
関係の中で解決する形が、印象的でした。

・今日この会場だけでも多くの大人が関心を持ち行動をしているものの、なかなか子どもたちへ繋がる
ことが難しい現状がまだあると思うので、地域の1人としても 子どもへのメッセージや目標を広げ
てお互いに気づけるきっかけを作っていきたいと思いました。

・当事者が周囲に「言う」ことがとてもハードルが高いということを感じた。
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広報・啓発④

・ヤングケアラーに関して幅広い市民の方に周知するために、
パネル展を実施しました。

・イベント当日にはヤングケアラーの認知度に関するアンケートを
実施しました。（アンケート回答者101名）

＜実施場所＞
・令和７年２月17日（月）モザイクモール港北４階 催事スペース
・令和７年２月18日（火）弘明寺商店街
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広報・啓発⑤
〇パネル展でのアンケート結果
＜今回のパネル展で印象に残ったこと、心に残ったことはなんですか？＞

・家族の世話をすることが将来の自立に繋がると分かったため家族との関わり方について改めて考えさせられました。
・ヤングケアラーは年を重ねていくごとに割合は高くなっていて、普通に接することが大事であること。
・ヤングケアラーとお手伝いは違う。
・小学生で15人に1人くらいいるってことにおどろいた。
・イラストで分かりやすく説明されているのが、印象に残りました。
・初めて聞きました。
・こういう言葉があることは知りませんでした。
・もっとこういう機会があれば良いと思った。

＜ヤングケアラーを支援するためにどのような取組が必要だと思いますか？＞

回答項目 回答者数（複数回答可）

①ヤングケアラーの早期発見 28人

②相談しやすい環境づくり 40人

③学習支援や生活支援 26人

④経済的な支援 52人

⑤家族への支援 34人

⑥周囲の大人やこどもの理解を深めるための広報啓発・研修の充実 18人

⑦その他 14人
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広報・啓発⑥

〇学校に向けて動画プログラムの周知を行いました。

・令和６年10月の児童支援・生徒指導専任教諭区代表会で、精神疾患の親をもつ子どもを主に小中学校の先生が理解し、
支援する際の一助となることを目的として開発された動画プログラムを周知しました。

【動画の概要】

作成団体：精神疾患の親をもつ子どもの会（こどもぴあ）

タイトル：「私たち、ここにいます」

視聴時間：30分

内 容：①親の精神疾患と子どもの生活

②子どもの支援

③大人になった私たち（体験談）

先生方に向け「信頼できる大人がいることで子どもたちの人生が豊かになるので、

様子が気になる子どもがいたら、親の影響の可能性を考えて寄り添った支援を御検討ください」

とのメッセージが込められています。

視聴方法：こどもぴあホームページから視聴できます。

https://kageyamaresearch.wixsite.com/watashikoko 
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市民向け研修①

○地域でこどもの支援や家族のケアに携わっている方、ヤングケアラーに関心がある方を対象に研修を実施

・ヤングケアラーに関して、様々なテーマで研修を実施しました。
・集合研修のほか、研修動画をアーカイブ配信し、受講できる機会を
充実させました。

開催日 受講者数 動画視聴数
3月13日現在

第１回 60人 866回
第２回 78人 418回
第３回 74人 306回
第４回 76人 106回
第５回 71人 35回
第６回 69人 52回

合計 428人 1,783回

※4回目以降は３月に配信開始
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市民向け研修②

○受講者の感想

・元当事者として「ヤングケアラー支援はかわいそうな子ども・若者を助けることではない。
「誰もがケアを担う可能性」とお話して頂き、とてもうれしく思いました。私もまったく同じ考えでした！
ぜひこの考え方をひろめて頂きたいと思います。

・親から子どもを離したほうが良いのかと考えたこともありましたが親子まるごと支援、とても参考になりました。

・ヤングケアラーとしての支援、糸口がわからない中、寄り添う支援の大切さを痛感しました。

・ヤングケアラー=介護している子どもと思い込んでいましたが、今回のお話を伺い、それぞれの過程でそれぞれの
問題があると知りました。

・こどもらしく過ごせる場、機会、伴走者が複数いた方が良いなど色々勉強になりました。

・本人に自覚がないため時間が必要であること、安心できる場づくりの必要性を感じました。あせらず伴走したいと
思います。

・講義もみなさんとワークショップできたことはよかったです。自分だったらの提案力をみがいていきたいです。
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２ ヤングケアラー支援体制の構築①

・ヤングケアラーとその家庭を取り巻く環境は多様であり、
こどもや若者、家庭の支援に関わる部署が連携し、
包括的な支援体制の強化が求められています。
新たに庁内連絡会（係長級）を開催し、ヤングケアラー支援に
関する現状把握や課題検討を行い、支援体制の強化を図りました。

・庁内連絡会（係長級）参加メンバー

所管局 所管課
健康福祉局 福祉保健課、生活支援課

障害施策推進課
高齢在宅支援課、精神保健福祉課

国際局 政策総務課
教育委員会事務局 人権教育・児童生徒課
こども青少年局 企画調整課、こどもの権利擁護課

障害児福祉保健課、青少年育成課
青少年相談センター

事務局 こども青少年局こども家庭課
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ヤングケアラー支援体制の構築②

・庁内連絡会（係長級）では、こどもと家庭の把握・相談対応・適切な支援のため仕組みと庁内連携体制の
検討を行い、ヤングケアラー支援に関する庁内職員向け手引きの作成を行いました。

・手引き作成にあたっては有識者・福祉保健センターへのヒアリングを実施しました。
①有識者ヒアリング

立命館大学産業社会学部 教授 斎藤 真緒氏 、 立正大学社会福祉学部 教授 森田 久美子氏
②各区福祉保健センター
生活支援課、高齢・障害支援課（高齢者支援担当・障害者支援担当）、こども家庭支援課

・手引きはヤングケアラー支援に関する連携体制の構築に向けたはじめの一歩として、支援に携わる
可能性のある区局の関係課がヤングケアラー支援の重要性を理解し、ヤングケアラーに気づき、支援を
行うときに必要な姿勢を確認できることを目的として作成しました。
これからの実践を踏まえてさらに内容を充実させていく必要があることから、初版として位置づけ
ています。
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ヤングケアラー支援マニュアル構成

 はじめに
目的、活用方法

 第１章
・ ヤングケアラーとは
・ ヤングケアラーへの支援の必要性
・ 横浜市におけるヤングケアラー実態把握調査の概要

 第２章
・ヤングケアラー支援における基本的な考え方
・多部署・多機関が連携して支援を行う必要性
・関係課・関係機関に求められること

 第３章
・ヤングケアラー支援に関する連携事例



横浜市ヤングケアラー支援の手引き ～支援に向けたはじめの一歩～（第一版） 概要版

ヤングケアラー支援における基本的な理念

多部署・多機関が連携して支援を行う必要性１

 ヤングケアラーとその家族が置かれている状況は、様々
な課題が関係し、複合化しやすい。

 関係機関や関係課が個別に支援を行うのではなく、家族
が直面する多方面の課題を包括的に把握し、連携して支
援することが重要。

関係課・関係機関に求められること2

 過度な負荷がかかっている状況であっても、
こども・若者本人や家族がそれを「当たり前」と思ってい
たり、課題を抱えていたとしても、それを相談できない場
合がある。

 そのため、ケアを必要とする家族への個別支援や窓口対
応、学校等の所属機関が、各場面で家族の状況に「気づ
く」ことが重要。

 中高生や18歳以上の若者の場合、支援者も、こども・若
者をマンパワーの１つとして位置づけ、負荷をかけてしま
うことがある。

 ケアを必要とする家族に関わる際には、関係機関・関係部
署がケアラー支援の視点を持ち、家族に接する。

ヤングケアラー支援における基本的な考え方3

ヤングケアラーに気づく

こども・若者や家族の話を聞く、相談を受け止める

１つの機関・所管課だけでとどめない

ヤングケアラーの声を聞き、尊重する

家族の意向を聞き、家族全体を支援する

 相談を受け止めた上で、こども・若者や家族が望んでいる
ことや困っていることを確認し、次のステップとして何が
必要か、意向とともに考える。

 こどもの話を聞くときは、本人の複雑な思いに配慮し、個
別に、秘密が守られる状況で話を聞く。

 相談を受け止めた担当課だけで支援の必要性を判断す
るのではなく、複数の関係機関・関係課で状況の確認や、
支援の必要性や支援方針を検討していく。

気づくきっかけの例は次ページ参照

実際の連携事例は本編第3章を参照

 本人には、「家族の力になりたい」という思いや、「人に知
られたくない」等、複雑な思いがある場合も。
そのため、ケアを担っていること自体を否定しない・ケア
を必要とする家族を否定しないことが重要。

 伝えたい気持ちの言語化を苦手としている方もいるため、
十分に時間をかけてじっくり話を聞き、意見をまとめる
手助けをする。

 支援が必要なのは「こども・若者」単体ではなく「家族」全体。
 こども・若者だけではなく、家族が何を望んでいるのか、ど

のような思いを持っているのかも丁寧に把握する。

詳細は、本編P15～を参照



横浜市ヤングケアラー支援の手引き ～支援に向けたはじめの一歩～（第一版） 概要版

こども家庭支援課

学校、SSW,SC、保育園、幼稚園 等

 家庭訪問等の際に、食事づくりや買い物、

洗濯の家事をしている

 家庭訪問時や来所相談時に常に傍にいる

 こどもが親の通訳をしている

 本人の健康上に問題がなさそうだが欠席が

多い、不登校である

 遅刻や早退が多い

 保健室で過ごしていることが多い

 提出物が遅れがちになってきた

 持ち物がそろわなくなってきた

 しっかりしすぎている

 優等生でいつも頑張っている

 こども同士よりも大人と話が合う

 周囲の人に気を遣いすぎる

 服装が乱れている

 児童・生徒から相談がある

 家庭訪問時や生活ノート等にケアをしているこ

とが書かれている

 保護者が授業参観や保護者面談に来ない

 幼いきょうだいの送迎をしていることがある

 きょうだいがいるが、保護者が不在がち

（就労含む）であることが確認された

高齢・障害支援課（高齢者支援担当）

介護サービス事業所、地域ケアプラザ 等

 家族の介護・介助をしている姿を見かけることが

ある

 日常の家事をしている姿を見かけることがある

 介護サービスの送り出しや迎え入れをこども・若

者が対応している

 高齢福祉事業所から、家族の介護・介助を行って

いるこども・若者の話を聞くことがある

 家庭訪問時や来所相談時に常に傍にいる

 介護者である家族が不在がち（就労含む）であり、

要介護者とこどもで過ごす時間が長いことを把

握

生活支援課

 家族の介護・介助をしている姿を見かけることが

ある（生活保護担当職員による対応時等）

 家庭訪問時や来所相談時に常に傍にいる

 家族の代わりに手続きの書類を窓口に持参する

 こどもが親の通訳をしている

医療機関

 家族の付き添いをしている姿を見かけることが

ある(平日に学校を休んで付き添いをしている場

合等)

 来院時の本人の身なりが整っていない、虫歯が

多い

 家族の介護・介助をしている姿を見かけることが

ある（往診時等）

高齢・障害支援課（障害者支援担当）

障害福祉サービス事業所、

基幹相談支援センター・相談支援事業所 等

 家族の介護・介助をしている姿を見かけることが

ある

 日常の家事をしている姿を見かけることがある

 家庭訪問時や来所相談時に常に傍にいる

地域（民生委員・児童委員／主任児童委員等）

 学校へ行っているべき時間に、学校以外で姿を

見かけることがある

 毎日のようにスーパーで買い物をしている

 毎日のように洗濯物を干している

 自治会の集まり等、通常大人が参加する場にこ

どもだけで参加している

 民生委員・児童委員による訪問時にケアの状況

を把握する

 こども食堂での様子に気になる点がある

 生活のために（家庭の事情により）就職している

 生活のために（家庭の事情により）アルバイトをし

ている

就労関係

（出所）有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～」
令和４年３月 p11～12より本市の状況に沿うように一部改変

ヤングケアラーではないか？と気づくきっかけの例 「その他」のきっかけも含め、詳細は、手引き本編P16～を参照
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３ 令和７年度 ヤングケアラー支援事業の取組について

ヤングケアラーの様々な負担の軽減を図るため、ピアサポートやオンラインサロンを

実施する団体に対し補助をするとともに、ＳＮＳを活用したよこはま子ども・若者相談室

の相談メニューとして実施します。

ヤングケアラーを見守り、支える環境づくりを進めるため、広く市民に向けた広報・

啓発や研修を実施するとともに、子ども・若者育成支援推進法の改正を踏まえ、新たに

早期発見・把握、支援に繋げるため、アンケートによる実態調査をモデル実施します。

また、「横浜市子ども・若者支援協議会」において、新たにヤングケアラー支援に関する

学識経験者を加え、支援の充実に向けた議論を推進します。

【令和７年度 こども青少年局 予算概要より】
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４ ７年度 ヤングケアラー実態調査について①

こども家庭庁 ヤングケアラー支援体制強化事業
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７年度 ヤングケアラー実態調査について②
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７年度 ヤングケアラー実態調査について③
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７年度 ヤングケアラー実態調査について④
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７年度 ヤングケアラー実態調査について⑤
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７年度 ヤングケアラー実態調査について⑥

横浜市での実態調査について

・ヤングケアラーの早期発見・把握・支援に繋げるため、庁内及び関係機関と連携し、任意の記名式アンケートに

よる実態調査把握をモデル実施します。こども本人から、生活状況や支援ニーズについてアンケートで聞き取る

ことにより、支援が必要な子どもたちを把握し、適切なサポートを提供することを目指します。

・対象想定：本市小学校４年生・中学校１年生・高校１年生の児童生徒（市立のみで57,000人）

・実施方法に関しては、他自治体での先行取組も踏まえ、こどもやその家族の心情に十分に配慮し、こどものSOSを

キャッチし、支援につなげられる実施方法を教育委員会事務局や学校現場、区こども家庭支援課等とともに検討

します。

・引き続き、支援が必要なこどもと家庭を支援できるよう以下の取組を充実させます。

実態調査に際し、これまで作成した広報物等を活用し、こども本人や教職員に対する啓発も同時実施

支援体制の強化

相談先の周知

支援の受け皿の拡充
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